
謹 啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2022年11月15日付の官報にて、薬価基準経過措置品目及び経過措置期間（満了日：2023年3月31日）が告

示（厚生労働省告示第333号）されました。

弊社において、既に製造販売中止をご案内しております『メロペネム点滴静注用0.25g「タナベ」・同点滴静注用

0.5g「タナベ」』につきましては、統一名収載品目のため官報に掲載されておりませんが、今回告示されました経過

措置品目と同様の扱いとなり、2023年4月1日以降の投薬分より保険請求できませんので、ご留意賜りますようお願

い申し上げます。

今後とも弊社製品に変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹 白

記 

■官報告示 ： 2022年11月15日付（厚生労働省告示第333号） 

■経過措置期間満了日 ： 2023年3月31日

　（2023年4月1日以降の投薬分より保険請求できなくなります。）

■経過措置品目と同様の扱いとなる製品（統一名収載品のため、官報への掲載はありません）

以　上

販売名
規格単位
薬価（円）

薬価基準収載
医薬品コード
（YJコード）

包装単位
統一商品

コード

メロペネム点滴静注用0.25g「タナベ」
250mg1瓶

376
6139400D1017

（6139400D1092）
10バイアル 813-701880

メロペネム点滴静注用0.5g「タナベ」
500mg1瓶

465
6139400D2013

（6139400D2099）
10バイアル 813-701897
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経過措置品目移行のご案内 


